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「十分な料金説明もなく、クリックするだけで料金請求された」といった、アダルトサイトに関する相談

が依然として多く寄せられています。 

最近、「無料動画を見るための暗証番号を電話で知らせる」という口実で消費者に電話をかけさせる

事例が発生しています。こうした誘いに乗って電話をかけると、発信者番号が表示される機能によって、

事業者に電話番号が知られてしまう可能性があります。 

不当な請求をする事業者に電話番号やメールアドレスなどの個人情報を知られてしまうと、次々と高

額な請求がされる可能性があるだけでなく、新たな詐欺被害の対象にもなりかねません。 

女性からの相談も多く寄せられています。不審なことがあれば、お気軽に最寄りの消費生活センター

にご相談ください。 

 

 

 

 興味本位でスマートフォンからアダルトサイトにアクセスした。利用規約を確認したが、利用料金や退

会については何も書かれていなかったので課金されないシステムだと思った。 

画面の表示に沿って年齢と性別を入力すると、「無料動画を見るためには、暗証番号の取得が必

要。暗証番号は、電話で伝えるので指定した番号に電話するように」と表示されたので、その番号に

電話したところ、３桁の暗証番号が案内された。 

早速、サイト上で暗証番号を入力し、「動画の再生」をクリックすると、「１週間以内に３０万円を払うよ

うに」と表示された。その後、事業者から電話があり、延滞金、弁護士委託料などの名目で１００万円以

上を請求された。 

（２０歳代 無職） 

 

 
・ 不当な請求をする事業者は、様々な手口を使って被害者の個人情報を得ようとします。電話

をかけたり、メールを送信することは、自分の個人情報を相手に通知することになります。電

話をかけることやメールの送信を求めて来る場合は注意しましょう。 
・ 売り手と買い手の合意が無ければ契約は成立しません。料金を請求されても慌てず対応しま

しょう。 
・ 業者から督促や脅迫するような電話があったり、おかしいなと思うことがあれば、すぐに最

寄りの消費生活センターにご相談ください。 
  

 

 

 

※ 架空請求については、下記のサイトも参考にしてください。 

 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/ 

～悪質なアダルトサイトの新たな手口～ 

「無料動画を見るための暗証番号を教えます」 

・・・安易に電話をかけるのは危険です！ 

消費者被害情報 

東京都消費生活総合センター 

０３－３２３５－１１５５（相談専用電話） 

相談事例 

消費者へのアドバイス 


